変更の理由を記載した書面※組合の実情に応じて、適宜修正をお願いします。


当組合では、外国人技能実習生共同受入事業を実施しています。外国人技能実習制度を発展的に解消し、我が国の人手不足分野における人材の育成・確保を目的とする育成就労制度が創設し、令和9年4月1日に施行されるなかで、当組合で育成就労外国人を組合で共同受入し、育成就労外国人の職業紹介を行うために、事業を追加します。
また、第7条の関連条文である第56条（教育情報費用繰越金）を変更します。
